観光振興条例（仮称）に係る９月県議会の概要

	9/16代表質問
	条例の制定目的、基本理念及び制定の意義について伺う。

	【知事答弁】

観光立県を推進することを表明し、県民の皆さんと一丸となって観光振興を推進していくという合意を作っていくことが条例制定の一つの目的である。

基本理念として、来訪者のニーズを的確に反映し、満足できるサービス、また行ってみたくなるような環境を整備し、観光関係者等が利害を超えて一丸となって取り組むことが必要だと思っている。

これは委員会等で御議論をいただければと思っているが、総論賛成、各論反対というようなこともあるわけなので、条例制定を機に関係者の利害を乗り越えて観光立県を目指すということも必要ではないかと考えている。

さらに、この条例に基づいて、関係者に対して必要な助言・要請を行うことができるようにすることも行政の役割を果たすため意義深いと考えている。


	9/16代表質問
	的確な課題把握による具体的なビジョンの策定が必要と考えるが、県の所見は。

	【知事答弁】

観光動向、旅行者ニーズの調査・分析、これを的確に行うことが必要。

高度経済成長期以降、社内旅行が全盛期をむかえた時どのように対応するのか、バブル期の対応、さらに離島・秘湯ブームが起きた時どのように対応していくべきなのか、海外旅行ブームが生じた時に伝統的な観光地というものをどうアピールしていくのか、それぞれの社会状況が変わる中でやはりビジョンというものも変わってくるだろうと考えている。このような調査・分析は一回ビジョンを作って終わりということではなく、時代の変化とともに常に更新していく、そのような行動計画が必要だろうと考えている。


	9/16代表質問
	条例制定に向けたスケジュールについて伺う。

	【産業労働観光部長答弁】

本年12月定例会への提案を目指し、現在、観光関係者や有識者などからなる検討委員会を設置して、ご審議いただいているところ。

今後、パブリックコメントにより県民の皆様からも広くご意見をいただき、条例案に反映してまいりたい。


	9/18一般質問
	条例案の特徴は何か。また、条例のなかで具体的な観光推進計画を策定することとされていると聞くが、どのような内容になるのか。

	【知事答弁】（条例案の特徴について）
先行する他県の条例は、機運の醸成など観光振興の方向性を示すものが中心と理解している。本県の条例では、観光地の魅力の向上を図り、来訪者の満足度を高めるため、条例に基づいて必要な助言や要請などができるように実効性を持てる規定を盛り込みたいと考えている。

	【産業労働観光部長答弁】（計画の内容について）
観光動向や旅行者ニーズに係る調査・分析を踏まえた上で、誘客宣伝活動や受入体制整備などの具体的な行動計画を策定したいと考えている。

　なお、急速に変化する社会環境に対応するためにも、必要に応じ柔軟に計画の見直しを行いたいと考えている。
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